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別表 

 第１表（一時使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 

講堂 13,000 

国際連携ホール 9,800 

講堂会議室（２１・２３） 1,300 

講堂会議室（２２Ａ・２２Ｂ・３１・３２・３３・３４） 1,100 

 備考 

  １～４ （略） 

第２表（長期使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 

船井交流センター 実験室 

2,160 
〃        研究室 

〃        ２階ラウンジ 

〃        １階会議室 

備考 

  １～３ （略） 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、平成３１年１０月１日以後の施設の使用につ

いて適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。 
３ 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受け

た平成３１年１０月１日以後の施設の使用については、なお従前の例に

よることができる。 

 

別表 

 第１表（一時使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 

講堂 13,200 

国際連携ホール 9,900 

講堂会議室（２１・２３） 1,400 

講堂会議室（２２Ａ・２２Ｂ・３１・３２・３３・３４） 1,100 

 備考 

  １～４ （同 左） 

第２表（長期使用施設使用料） 

施設名 使用料（円） 

船井交流センター 実験室 

2,200 
〃        研究室 

〃        ２階ラウンジ 

〃        １階会議室 

備考 

  １～３ （同 左） 

 


